
は
じ
め
に

　
令
和
六
年
一
〇
月
一
二
日
に
開
催
さ
れ
た
太
宰
府
天
満
宮
秋
思
祭
で
、
大
宰
府

政
庁
跡
に
お
い
て
念
願
の
竹
の
曲
を
拝
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
広
々
と
し
た
政

庁
跡
の
暗
闇
の
中
、
照
明
で
浮
か
び
上
が
っ
た
仮
設
舞
台
上
で
竹
の
曲
を
見
た
。

稚
児
が
舞
う
田
楽
は
神
事
芸
能
ら
し
い
厳
か
な
雰
囲
気
に
満
ち
、
中
世
芸
能
が
再

現
さ
れ
る
の
を
目
前
で
見
る
思
い
が
し
た
。
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
田
楽
が
太
宰
府

天
満
宮
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
が
と
て
も
気
に
な
っ
た
。
浅
学
を
顧
み

ず
、
少
し
考
え
て
み
た
い
と
思
っ
た
。

（
一
）
田
楽
と
そ
の
芸
態
の
変
遷

田
植
で
の
楽

　
か
つ
て
田
植
え
は
単
な
る
稲
作
の
作
業
で
は
な
か
っ
た
。
田
の
神
を
招
い
て
豊

穣
を
祈
念
す
る
神
事
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
予
祝
の
農
耕
儀
礼
に
お
い
て
楽
を
奏
し

て
田
植
え
唄
を
歌
っ
て
い
た
の
が
、
田
楽
の
原
初
的
姿
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
類
聚
国
史
』
の
貞
観
八
（
八
六
六
）
年
閏
三
月
一
日
の
清
和
天
皇
の
行
幸
の

条
に
、
天
皇
が
太
政
大
臣
藤
原
良
房
の
染
殿
第
で
桜
花
を
見
た
後
、
東
御
門
に
出

向
い
て
田
を
耕
す
様
を
見
て
い
る
。「
覧
耕
田
、
農
夫
田
婦
雑
楽
皆
作
」
と
記
さ

れ
て
お
り
、
こ
の
場
合
は
水
田
耕
起
に
お
い
て
雑
楽
と
い
う
芸
能
が
演
じ
ら
れ
て

い
た
が
、
そ
の
実
態
は
不
明
で
あ
る
。

　
『
栄
華
物
語
』
の
「
田
植
御
覧
」
の
条
に
、
治
安
三
年
（
一
〇
二
三
）
五
月
、

藤
原
道
長
が
土
御
門
殿
に
住
む
中
宮
彰
子
を
慰
め
る
た
め
に
、
築
地
を
崩
し
て
東

対
か
ら
共
に
清
和
院
近
く
の
「
御
廐
の
秣
田
」
の
田
植
え
を
見
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る
。
白
い
衣
を
着
て
白
い
笠
を
被
り
、化
粧
を
し
た
若
い
綺
麗
な
女
た
ち
五
、

六
十
人
が
田
植
え
し
た
が
、
そ
こ
に
破
れ
た
日
傘
を
さ
し
て
足
駄
を
履
き
、
異
様

な
衣
裳
を
着
て
帯
紐
を
解
い
た
田
あ
る
じ
と
い
う
翁
と
、
掻
練
（
紅
色
の
練
絹
）

を
着
た
異
様
な
女
た
ち
が
登
場
す
る
。
そ
し
て
、「
又
で
む
が
く
（
田
楽
）
と
い

ひ
て
、
あ
や
し
き
様
な
る
つ
ゞ
み
（
鼓
）
こ
し
（
腰
）
に
ゆ
ひ
（
結
ひ
）、
佐
々

良
と
い
ふ
物
つ
き
、さ
ま
ざ
ま
の
舞
、あ
や
し
の
男
ど
も
歌
う
た
ひ
、ゑ
ひ
て
（
酔

い
て
そ
が
中
に
）
心
よ
く
ほ
こ
り
て
十
人
ば
か
り
あ
り
、そ
が
中
に
、こ
の
た
つ
ゞ

み
（
鼓
）
と
い
ふ
も
の
は
、
れ
い
の
に
も
に
ぬ
（
似
ぬ
）
心
ち
し
て
、
こ
ぼ
こ
ぼ

と
ぞ
な
ら
し
（
鳴
ら
し
）
い
く
め
り
」
と
記
さ
れ
、
稲
作
に
伴
う
楽
が
芸
能
的
に

発
展
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

洛
陽
田
楽
記

　
田
楽
と
い
え
ば
、
ま
ず
最
初
に
思
い
浮
か
ぶ
の
が
、
平
安
期
の
「
永
長
の
大
田

楽
」
で
あ
る
。

　
大
江
匡
房
（
一
〇
四
一
〜
一
一
一
一
）
が
漢
文
で
著
し
た
『
洛
陽
田
楽
記
』
は
、

永
長
元
年
（
一
〇
九
六
）
年
の
夏
に
京
都
で
大
流
行
し
た
田
楽
を
記
録
し
た
も
の

で
あ
る
。
こ
の
時
の
田
楽
（
田
楽
躍
り
）
の
大
流
行
を
「
永
長
の
大
田
楽
」
と
呼

ん
で
い
る
。
大
江
匡
房
は
『
洛
陽
田
楽
記
』
の
文
頭
に
「
永
長
元
年
の
夏
、
洛
陽

に
大
い
に
田
楽
の
こ
と
有
り
」
と
記
し
、続
い
て
「
一
城
の
人
皆
狂
え
る
が
如
し
。

け
だ
し
霊
狐
の
所
為
な
り
」
と
、
そ
の
狂
乱
ぶ
り
と
共
に
、
そ
れ
が
霊
狐
が
憑
い

た
た
め
だ
と
ま
で
言
い
切
っ
て
い
る
。「
一
城
の
人
皆
狂
え
る
が
如
し
」
と
い
う

論
　
　
文

　
　
　
田
楽
と
し
て
見
た
「
竹
の
曲
」

段
上
　
達
雄
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文
言
は
、
白
居
易
の
「
牡
丹
芳
」
と
い
う
漢
詩
の
「
花
開
花
落
二
十
日
、
一
城
之

人
皆
若
狂
」
の
一
部
を
引
用
し
て
お
り
、
大
学
頭
で
儒
学
と
和
歌
に
秀
で
た
知
識

人
で
あ
り
、
権
中
納
言
、
正
二
位
ま
で
達
し
た
公
卿
の
大
江
匡
房
ら
し
い
文
章
で

あ
る
。
そ
し
て
「
そ
の
起
こ
り
し
所
を
知
ら
ず
、
閭り

よ
里り

（
村
里
）
よ
り
初
ま
り
公

卿
に
ま
で
及
ぶ
」
と
記
す
。
本
来
、
田
楽
は
農
村
で
田
植
え
な
ど
で
行
わ
れ
た
農

耕
儀
礼
と
し
て
の
芸
能
で
あ
っ
た
が
、「
そ
の
始
ま
っ
た
場
所
は
わ
か
ら
な
い
が
、

そ
の
踊
り
が
村
里
か
ら
始
ま
り
、
貴
族
階
層
に
ま
で
流
行
す
る
に
至
っ
た
」
と
い

う
の
で
あ
る
。

　

演
目
に
は
「
高
足
」「
一
足
」「
腰
鼓
」「
振
鼓
」「
銅
鈸
子
」「
編
木
」「
殖
女
」

「
舂
女
」
な
ど
が
あ
っ
た
。「
高
足
」
は
十
字
形
の
棒
の
横
木
に
両
足
を
の
せ
て
跳

び
歩
く
芸
で
あ
る
。「
一
足
」
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。
高
足
は
散さ

ん
が
く楽

系
の
曲
技
だ

と
考
え
ら
れ
る
。「
腰こ

し

鼓つ
づ
み」

は
ヨ
ウ
コ
と
も
い
い
、
紐
で
腰
の
あ
た
り
に
下
げ
た

締
太
鼓
を
両
手
で
打
ち
鳴
ら
す
。「
振ふ

り

鼓つ
づ
み」

は
現
在
の
で
ん
で
ん
太
鼓
の
こ
と
で

あ
る
。
舞
楽
の
「
鳥

ち
ょ
う

向こ
う

楽が
く

」
で
用
い
る
振
鼓
は
、
長
さ
五
五
㎝
の
柄
に
直
径
約 

八
㎝
の
小
さ
な
太
鼓
を
二
つ
直
角
に
組
み
合
わ
せ
、
玉
を
つ
け
た
紐
を
太
鼓
の

胴
の
両
面
の
環
に
結
ん
だ
も
の
。
柄
を
振
る
と
玉
が
太
鼓
を
打
っ
て
音
が
鳴
る
。

「
銅ど

う

鈸び
よ
う

子し

」
は
シ
ン
バ
ル
状
の
金
属
打
楽
器
で
あ
る
。「
編
木
」
は
ビ
ン
ザ
サ
ラ

と
読
み
、
数
十
枚
の
短
冊
形
の
薄
い
木
片
を
紐
で
連
ね
た
楽
器
で
、
両
端
の
把
手

を
持
っ
て
振
り
合
わ
せ
、
板
を
打
ち
合
わ
せ
て
音
を
出
す
。
編
木
は
田
楽
特
有
の

楽
器
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。「
殖う

え
め女

」
は
植
女
と
も
書
く
が
、
田
植
え
を
す

る
早
乙
女
の
こ
と
で
、「
舂つ

き
め女

」
は
臼
と
竪
杵
で
穀
物
（
米
）
を
搗
く
女
の
こ
と

で
あ
る
。
女
装
し
た
男
で
は
な
く
、
女
が
殖
女
や
舂
女
の
衣
裳
を
着
て
、
田
植
え

の
真
似
や
臼
を
竪
杵
で
搗
く
所
作
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
殖
女
と
舂
女
は
間

違
い
な
く
農
耕
儀
礼
的
な
演
目
で
あ
る
。
こ
の
頃
の
田
楽
は
、
風
流
と
し
て
の
田

楽
躍
り
に
散
楽
の
流
れ
を
汲
む
曲
芸
が
伴
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

藤
原
宗
忠
（
一
〇
六
二
年
〜
一
一
四
一
年
）
の
日
記
『
中
右
記
』
に
よ
れ
ば
、

永
長
元
年
七
月
一
二
日
に
、
殿
上
人
た
ち
が
田
楽
を
演
じ
た
が
、
彼
ら
が
担
当
し

た
も
の
と
し
て
、「
一
足
」「
懸
鼓
」「
高
足
」「
銅
拍
子
」「
左
々
良
」「
小
鼓
」「
笛
」

が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
永
長
の
大
田
楽
は
農
耕
儀
礼
的
な
要
素
は
比
較
的
少
な
く
、
華
や
か
な
装
い
で

踊
る
風
流
踊
の
系
譜
を
引
く
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、『
洛
陽
田
楽
記
』に
は「
そ

の
装
束
、
善
を
盡つ

く
し
、
美
を
盡
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
富
者
は
財
を
傾
け
、
華
や

か
な
錦
繍
を
施
し
た
衣
裳
に
金
銀
を
飾
り
、
貧
者
も
こ
れ
に
な
ら
う
よ
う
に
装
っ

た
と
い
う
。「
権
中
納
言
の
基
忠
公
は
九
尺
の
高
さ
の
扇
を
捧
げ
、
通
俊
卿
は
両

脚
に
平
藺
笠
を
つ
け
、参
議
宗
通
卿
は
藁
尻
切
を
つ
け
、い
わ
ん
や
侍
臣
の
装
束
、

推
し
て
知
る
べ
く
、
或
い
は
裸
形
に
紅
衣
を
腰
巻
に
し
、
或
い
は
髻た

ぶ
さを

放
ち
、
頂

き
に
田
笠
を
載
せ
」
と
い
う
よ
う
に
、
異
様
な
格
好
で
踊
り
狂
っ
た
の
で
あ
る
。

那
智
の
田
楽
　

　
永
長
の
大
田
楽
に
お
い
て
、
貴
族
た
ち
ま
で
魅
了
し
て
熱
狂
さ
せ
た
田
楽
は
静

的
な
舞
で
は
な
く
、
躍
動
的
な
所
作
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
彷
彿
さ
せ
る

の
が
、
和
歌
山
県
の
那
智
熊
野
大
社
に
伝
わ
る
「
那
智
の
田
楽
」（
国
指
定
重
要

無
形
民
俗
文
化
財
）
で
あ
る
。

　
「
那
智
の
田
楽
」は
毎
年
七
月
に
催
さ
れ
る
熊
野
那
智
大
社
の
例
大
祭「
扇
祭
り
」

で
奉
納
さ
れ
る
。
一
三
日
の
宵
宮
祭
の
午
後
七
時
か
ら
と
一
四
日
の
祭
礼
の
午
前

一
一
時
か
ら
本
社
前
で
演
じ
ら
れ
る
、
躍
動
的
な
踊
り
で
、
当
初
の
田
楽
の
姿
を

彷
彿
さ
せ
る
。
そ
の
た
め
、
昭
和
五
〇
年
（
一
九
七
五
）
の
文
化
財
保
護
法
の
改

正
に
よ
っ
て
新
た
に
制
定
さ
れ
た
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
の
第
一
回
の
指
定
を
受

け
て
い
る
。

　
演
者
は
笛
一
名
、
笛
控
一
名
、
シ
テ
テ
ン
（
鼓
役
）
二
名
、
サ
サ
ラ
四
名
、
太
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鼓
四
名
の
計
一
二
名
で
演
じ
ら
れ
る
。
演
目
は「
乱ら

ん
じ
ょ
う声」「

鋸
の
こ
ぎ
り

刃ば

」「
八や

拍び
ょ
う

子し

」「
繞

道
」「
二
拍
子
」「
三
拍
子
」」「
本
座
駒
引
」「
新
座
駒
引
」「
偏
木
の
役
」「
太
鼓
」

「
撥
下
げ
」「
片
組
む
」「
タ
ラ
リ
行
道
」「
入
組
」「
本
座
水
車
」「
新
座
水
車
」「
本

座
鹿
子
」「
表
の
現
象
」「
新
座
鹿
子
」「
大
足
」「
皆
衆
会
」
の
二
二
曲
と
番
外
の

「
シ
テ
テ
ン
の
舞
（
一
の
舞
・
二
の
舞
）」
で
あ
る
。
現
在
は
熊
野
那
智
大
社
の
本

殿
前
の
仮
設
舞
台
で
演
じ
ら
れ
る
が
、
か
つ
て
は
如
意
輪
堂
（
青
渡
岸
寺
）
の
前

で
演
じ
ら
れ
て
お
り
、
明
治
初
年
の
神
仏
分
離
ま
で
は
社
僧
が
本
尊
の
如
意
輪
観

音
に
奉
納
し
て
い
た
と
い
う
。

　

舞
台
上
で
は
サ
サ
ラ
四
名
と
太
鼓
四
名
、
そ
れ
に
シ
テ
テ
ン
二
名
と
が
踊
る
。

二
二
番
全
て
を
演
じ
る
の
に
約
四
五
分
か
か
る
が
、
そ
の
時
間
の
う
ち
半
分
は
鋸

刃
を
演
じ
る
の
に
費
や
す
。
横
笛
の
演
奏
と
共
に
、
シ
テ
テ
ン
は
小
鼓
、
サ
サ
ラ

は
ビ
ン
ザ
サ
ラ
（
編
木
）
を
持
ち
、
太
鼓
は
腹
前
に
腰
鼓
（
締
太
鼓
）
を
吊
り
、

こ
れ
ら
の
楽
器
を
打
ち
鳴
ら
し
な
が
ら
、
列
を
組
み
替
え
た
り
、
回
転
し
た
り
し

て
踊
る
。
た
だ
し
、
歌
謡
の
詠
唱
を
伴
わ
な
い
。
舞
手
の
装
束
は
、
サ
サ
ラ
役
と

太
鼓
役
は
綾
藺
笠
を
、
シ
テ
テ
ン
役
は
烏
帽
子
を
被
る
。
サ
サ
ラ
役
は
黄
色
い
緞

子
の
直
垂
を
、太
鼓
役
は
赤
い
緞
子
の
直
垂
を
着
用
し
、白
二
引
の
縹

は
な
だ

色い
ろ

（
青
色
）

の
括
り
袴
を
穿
い
て
足
袋
を
履
く
。
こ
の
那
智
の
田
楽
以
外
に
、
例
大
祭
で
は
田

植
歌
を
歌
い
な
が
ら
田
を
巡
る
「
田
植
舞
」
を
午
前
一
二
時
か
ら
、
鎌
を
持
っ
て

田た

刈か
り

歌
を
歌
い
な
が
ら
田
を
巡
る
「
田
刈
舞
」
は
午
後
二
時
五
〇
分
か
ら
演
じ
ら

れ
る
。
こ
ち
ら
は
農
耕
儀
礼
と
し
て
の
要
素
の
強
い
芸
能
で
あ
る
。

田
楽
法
師
と
田
楽
座
　

　
永
長
の
大
田
楽
の
頃
、
既
に
田
楽
を
職
業
と
す
る
者
た
ち
が
登
場
し
て
い
た
。

　
『
日
本
紀
略
』
の
長
保
元
年
（
九
九
九
）
四
月
一
〇
日
条
に
、
京
都
松
尾
社
の

祭
礼
に
山
崎
の
津
人
に
よ
る
田
楽
が
恒
例
と
し
て
演
じ
ら
れ
た
が
、
こ
の
時
、
大

が
か
り
な
喧
嘩
が
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
淀
川
河
原
の
山
崎
津
は
芸
能
者
な

ど
が
集
ま
る
散
所
で
、
松
尾
社
の
田
楽
は
専
業
芸
能
者
の
所
演
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

　
そ
れ
よ
り
少
し
後
、
一
乗
院
僧
正
と
呼
ば
れ
た
増
誉
が
芸
能
者
た
ち
を
庇
護
し

て
い
た
。
増
誉
（
一
〇
三
二
年
〜
一
一
一
六
年
）
は
大
納
言
藤
原
経
輔
の
子
で
、

園
城
寺
の
乗
延
に
師
事
し
、白
河
・
堀
河
両
天
皇
の
護
持
僧
と
し
て
も
活
躍
し
た
。

白
河
上
皇
の
熊
野
参
詣
の
先
達
と
な
り
、
最
初
の
熊
野
三
山
検
校
に
任
じ
ら
れ
、

洛
東
に
聖
護
院
を
建
立
し
た
。
天
王
寺
別
当
や
園
城
寺
長
吏
を
歴
任
し
、
長
治
二

年
（
一
一
〇
五
年
）
に
天
台
座
主
に
任
じ
ら
れ
た
が
、
延
暦
寺
の
反
対
に
よ
っ
て

翌
日
辞
任
に
追
い
込
ま
れ
た
人
物
で
あ
る
。

　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
「
そ
の
坊
は
一
二
町
ば
か
り
よ
り
ひ
し
め
き
て
、
田
楽
、

猿
楽
な
ど
ひ
し
め
き
」
と
記
さ
れ（

1
）、

彼
の
住
ん
で
い
た
白
河
坊
に
は
田
楽
や
猿
楽

を
演
じ
る
者
が
集
住
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
鎌
倉
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
『
寺
門
高
僧
記
』
は
寺
門
で
あ

る
園
城
寺
の
高
僧
た
ち
の
伝
記
な
ど
を
ま
と
め
た
史
料
で
あ
る（

2
）。

そ
の
中
の
増
智

の
記
事
に
「
本
座
田
楽
者
源
出
於
此
僧
正
之
内
。
恪
勤
法
師
原
之
中
。
多
有
得
骨

者
。
撰
八
人
為
一
列
。
始
称
田
楽
法
師
。
世
号
白
河
田
楽
。
其
後
好
斯
道
者
多
矣
。

以
白
河
為
本
座
。
或
号
新
座
。
或
呼
弥
座
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
本
座

田
楽
者
は
こ
の
僧
正
の
内
に
於
い
て
源
出
す
。
恪
勤
（
任
務
に
忠
実
な
）
の
法
師

原
の
中
、
骨
者
（
作
法
を
知
り
洗
練
さ
れ
た
こ
と
）
を
多
く
得
た
る
八
人
を
選
び

一
列
と
な
す
。
始
め
田
楽
法
師
と
称
し
、
世
に
白
河
田
楽
と
号
す
。
其
後
、
こ
の

道
を
好
む
者
多
く
、
白
河
を
以
て
本
座
と
な
し
、
あ
る
い
は
新
座
と
号
し
、
あ
る

い
は
弥
座
と
呼
ぶ
」
と
読
む
の
だ
ろ
う
か
。

　
増
智
（
一
〇
七
八
年
〜
一
一
三
五
年
）
は
、
太
政
大
臣
や
摂
政
、
関
白
を
歴
任

し
た
藤
原
師
実
の
子
で
、
師
で
あ
る
増
誉
の
開
山
し
た
聖
護
院
（
当
初
は
白
河
坊
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と
い
っ
た
）
を
継
い
だ
。
そ
の
た
め
、
彼
の
通
称
は
白
河
僧
正
と
い
う
。
こ
の
白

河
坊
に
お
い
て
下
働
き
を
し
て
い
た
田
楽
を
専
門
に
す
る
芸
能
者
集
団
が
「
田
楽

法
師
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、「
本
座
」
と
い
う
芸
能
組
織
を
創
り
出
し
た

と
い
う
の
で
あ
る
。
増
誉
以
来
の
田
楽
の
専
従
者
た
ち
は
下
級
僧
と
し
て
所
属
す

る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
田
楽
集
団
が
寺
社
の
庇

護
の
許
に
活
動
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
白
河
田
楽
は
本
座
、
奈
良
田
楽
は
新
座
を
称
し
た
が
、
弥
座
に
つ
い
て
は
良
く

わ
か
ら
な
い
。
平
安
末
期
に
は
代
表
的
な
田
楽
の
座
が
京
都
や
奈
良
に
お
い
て
成

立
し
た
わ
け
だ
が
、そ
の
他
の
小
さ
な
田
楽
集
団
も
各
地
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

本
座
や
新
座
は
大
社
寺
の
祭
礼
や
法
会
の
時
に
田
楽
躍
を
中
心
と
し
た
芸
能
を
奉

仕
す
る
芸
能
者
集
団
で
も
あ
っ
た
。

　
法
師
姿
だ
っ
た
た
め
、
田
楽
法
師
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
編
木
と

腰
鼓
を
打
ち
鳴
ら
し
な
が
ら
踊
る
者
を
中
心
に
、
笛
や
銅
鈸
子
な
ど
の
奏
者
な
ど

で
一
座
を
構
成
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
田
楽
法
師
は
水
干
と
括
袴
を
着

用
し
、
飾
り
藺
笠
を
被
っ
て
い
た
。
藺
笠
の
上
に
は
蓬
莱
鶴
亀
等
の
風
流
の
飾
り

を
載
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。

　
『
中
右
記
』
の
長
承
二
年
（
一
一
三
三
）
五
月
八
日
の
条
に
「
今
日
宇
治
鎮
守

離
宮
祭
な
り
。（
中
略
）
田
楽
法
師
原
其
の
興
極
り
な
し
。
笛
に
定
曲
無
く
口
に

任
せ
て
吹
き
、
鼓
に
定
声
無
く
手
に
任
せ
て
打
つ
。
鼓
笛
喧
嘩
、
人
の
耳
目
を
驚

か
す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
頃
、
宇
治
鎮
守
（
現
宇
治
上
神
社
）
の
離
宮
祭

で
奉
仕
し
た
田
楽
者
た
ち
は
田
楽
法
師
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の

笛
と
鼓
と
は
即
妙
な
奏
法
で
、
競
い
合
う
よ
う
だ
っ
た
と
い
う
。

年
中
行
事
絵
巻
に
描
か
れ
た
田
楽
法
師

　
平
安
末
期
に
描
か
れ
た
『
年
中
行
事
絵
巻
』
に
田
楽
法
師
た
ち
の
姿
が
描
か
れ

て
い
る
。
第
九
巻
「
祇
園
御
霊
会
」
の
冒
頭
に
、
築
地
を
巡
ら
せ
た
棟
門
の
前
で

八
名
の
田
楽
法
師
た
ち
が
半
円
を
組
ん
で
田
楽
を
演
じ
て
い
る
図
が
あ
る
。
全
員

藺
笠
を
被
り
、
三
名
は
編
木
、
二
名
は
大
き
な
腰
鼓
、
一
名
は
横
笛
を
奏
し
、
一

名
は
半
円
の
中
心
で
小
鼓
を
頭
上
に
投
げ
上
げ
て
い
る
。
最
後
の
一
名
は
そ
の
外

側
で
高
足
を
持
っ
て
跪
い
て
い
る
。
そ
れ
を
人
々
が
取
り
囲
ん
で
見
物
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

山
路
興
造
氏
に
よ
れ
ば
、「
田
楽
躍
の
芸
態
は
、
ま
ず
演
者
の
一
人
一
人
が
担

当
楽
器
を
持
っ
て
中
央
に
進
み
、
独
演
し
て
み
せ
る
《
中
門
口
》
に
は
じ
ま
り
、

続
い
て
全
員
の
惣
田
楽
に
移
る
」
と
い
う（

3
）。

　
「
祇
園
御
霊
会
」
で
の
田
楽
は
惣
田
楽
を
始
め
る
前
の
中
門
口
の
様
子
を
描
い

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
巻
十
二
の
「
稲
荷
祭
」
で
は
神
幸
行
列
に
随
伴
す

る
騎
乗
し
た
田
楽
法
師
を
描
い
て
い
る
。
や
は
り
全
員
が
藺
笠
を
被
っ
て
お
り
、

編
木
三
名
、
た
だ
し
一
名
は
編
木
を
肩
に
掛
け
て
い
る
。
そ
れ
に
腰
鼓
を
抱
え
た

者
二
名
、
小
鼓
一
名
、
笛
一
名
の
計
七
名
の
構
成
で
あ
っ
た
。

鎌
倉
期
の
田
楽

　
鎌
倉
幕
府
一
四
代
執
権
の
北
条
高
時
（
一
三
〇
三
年
〜
一
三
三
三
年
）
は
、
北

条
氏
最
上
の
得
宗
と
し
て
権
勢
を
振
る
っ
た
が
、
闘
犬
や
田
楽
に
ふ
け
っ
て
政
務

を
顧
み
ず
、
つ
い
に
は
鎌
倉
幕
府
を
滅
亡
さ
せ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　
『
太
平
記
』
巻
五
の
正
慶
元
年
（
一
九
三
二
）
の
条
に
「
ま
た
そ
の
頃
洛
中
に

田
楽
を
弄
ぶ
事
盛
ん
に
し
て
、
貴
賎
挙
つ
て
こ
れ
に
着ぢ

ゃ
くせ

り
。
相
摸
入
道
こ
の
事

を
聞
き
及
び
、
新
座
・
本
座
の
田
楽
を
呼
び
下
し
て
、
日
夜
朝
暮
に
弄
ぶ
事
無
他

事
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
鎌
倉
時
代
に
な
る
と
、
猿
楽
は
呪
師
芸
か
ら
引
き
継
い
だ
「
翁
猿
楽
」
を
演
じ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。「
翁
は
能
に
し
て
能
に
あ
ら
ず
」と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
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現
在
で
も
能
楽
に
お
い
て
神
事
性
の
強
い
最
も
根
本
的
な
演
目
で
あ
る
。『
申
楽

談
儀
』
の
冒
頭
に
「
さ
る
が
く
の
ま
ひ
と
は
、
い
づ
れ
と
り
た
て
ゝ
申
べ
し
。
此

道
の
こ
ん
本
な
る
が
ゆ
へ
に
、
を
き
な
の
舞
申
す
べ
き
か
。
又
、
う
た
ひ
の
こ
ん

ぽ
ん
を
申
さ
ば
、
お
き
な
の
か
ぐ
ら
う
た
申
す
べ
き
か
。
こ
こ
ろ
ざ
し
を
の
ぶ
る

を
う
た
と
い
ふ
、
と
ふ
る
く
も
い
へ
り
（
猿
楽
の
舞
と
は
、
い
ず
れ
を
取
り
立
て

て
申
す
べ
き
な
ら
ば
、こ
の
道
の
根
本
な
る
が
ゆ
え
に
、翁
の
舞
を
申
す
べ
き
か
。

ま
た
、
謡
の
根
本
を
申
さ
ば
、
翁
の
神
楽
歌
を
申
す
べ
き
か
。
志
を
述
ぶ
る
を
歌

と
い
う
、
と
古
く
も
言
え
り
）」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

南
北
朝
期
の
田
楽

　

貞
和
五
年
（
一
三
四
九
）
二
月
に
執
行
さ
れ
た
春
日
若
宮
臨
時
祭
に
お
い
て
、

田
楽
能
と
猿
楽
能
が
演
じ
ら
れ
た
。
そ
の
記
録
が
『
貞
和
五
年
春
日
若
宮
臨
時
祭

記
』
で
、
南
北
朝
期
の
猿
楽
能
と
田
楽
能
の
内
容
が
う
か
が
え
る
数
少
な
い
資
料

で
あ
る
。
春
日
社
の
巫
女
た
ち
が
猿
楽
能
を
、
禰
宜
た
ち
が
田
楽
能
を
演
じ
た
の

で
あ
る
。
禰
宜
や
巫
女
た
ち
は
田
楽
法
師
や
猿
楽
者
か
ら
教
わ
っ
た
の
だ
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。

　

猿
楽
能
の
方
で
は
、
巫
女
た
ち
は
翁
猿
楽
を
ま
ず
最
初
に
演
じ
て
、「
憲
清
ガ

鳥
羽
殿
ニ
テ
十
首
ノ
歌
ヨ
ミ
テ
ア
ル
ト
コ
ロ
」
を
演
じ
た
。
こ
れ
は
、
佐
藤
憲
清

（
出
家
前
の
西
行
の
俗
名
）
が
鳥
羽
殿
で
十
種
の
歌
を
詠
む
と
い
う
物
語
で
あ
る
。

そ
れ
と
「
和
泉
式
部
ノ
病イ

タ
ワ
リ気

ヲ
紫
式
部
ノ
訪ト

ブ
ライ

タ
ル
コ
ト
（
見
舞
う
こ
と
）」
と

い
う
演
目
だ
っ
た
。
田
楽
を
担
当
し
た
禰
宜
た
ち
が
演
じ
た
の
は
、
ひ
と
つ
め
が

田
楽
能
「
廉
承
武
」
だ
っ
た
。
村
上
天
皇
の
臣
下
藤
原
貞
敏
が
琵
琶
の
三
曲
を
伝

え
る
た
め
に
唐
の
琵
琶
博
士
廉
承
武
か
ら
学
び
、
帰
朝
し
よ
う
と
し
た
時
に
竜
神

が
出
で
て
き
て
妨
害
す
る
と
い
う
物
語
で
あ
る
。
そ
れ
と
、
イ
ン
ド
の
伝
説
的
な

王
で
あ
る
斑は

ん
ぞ
く足

太
子
が
普
明
王
を
捕
え
る
と
い
う
劇
の
二
本
立
て
で
あ
っ
た
。

　
猿
楽
は
流
行
歌
謡
を
摂
取
し
な
が
ら
、
翁
猿
楽
の
周
辺
に
猿
楽
能
と
い
う
演
劇

性
の
強
い
芸
能
を
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
。
南
北
朝
期
か
ら
室
町
期
に
か
け
て
、
田

楽
と
猿
楽
、
そ
れ
に
延
年
は
互
い
に
影
響
し
あ
っ
て
い
た
。
そ
の
中
で
、
田
楽
は

猿
楽
能
の
影
響
を
受
け
て
田
楽
能
を
成
立
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
現
在
で
も
、
春
日
若
宮
お
ん
祭
り
は
田
楽
か
ら
猿
楽
ま
で
中
世
芸
能
の
オ
ン
パ

レ
ー
ド
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
春
日
若
宮
臨
時
祭
の
四
ヵ
月
後
、
貞
和
五
年
（
一
三
四
九
）
六
月
一
一
日
、
四

条
大
橋
建
設
の
資
金
を
得
る
た
め
の
勧
進
田
楽
が
四
条
河
原
で
催
さ
れ
た
。
こ
れ

に
は
足
利
尊
氏
や
二
条
良
基
、
梶
井
宮
尊
院
法
親
王
な
ど
の
貴
顕
が
数
多
く
臨
席

し
て
い
た
。
そ
の
勧
進
田
楽
の
様
子
は
『
太
平
記
』
の
「
田
楽
事
付
長
講
見
物
事
」

に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
「
両
方
の
楽
屋
よ
り
中
門
口
の
鼓
を
鳴
し
音
取
笛
を
吹
立
た
れ
ば
、
匂
ひ
薫
蘭

を
凝
し
、
粧
ひ
紅
粉
を
尽
し
た
る
美
麗
の
童
八
人
、
一
様
に
金
襴
の
水
干
を
著
し

て
、
東
の
楽
屋
よ
り
練
出
た
れ
ば
、
白
く
清
ら
か
な
る
法
師
八
人
、
薄
化
粧
の
金

黒
に
て
、
色
々
の
花
鳥
を
織
尽
し
、
染
狂
た
る
水
干
に
、
銀
の
乱
紋
打
た
る
下
濃

の
袴
に
下
結
し
て
拍
子
を
打
、
あ
や
い
笠
を
傾
け
、
西
の
楽
屋
よ
り
き
ら
め
き
渡

て
出
た
る
は
、
誠
に
由
々
敷
ぞ
見
へ
た
り
け
る
。
一
の
簓
は
本
座
の
阿
古
、
乱
拍

子
は
新
座
の
彦
夜
叉
、刀
玉
は
道
一
、各
神
変
の
堪
能
な
れ
ば
見
物
耳
目
を
驚
す
」

　
田
楽
最
初
の
演
目
「
中
門
口
」
で
は
、
鼓
を
打
ち
鳴
ら
し
て
笛
を
吹
く
「
音
取

（
調
子
合
わ
せ
）」
の
後
、
東
の
楽
屋
か
ら
金
襴
の
水
干
を
来
た
美
麗
な
童
子
八
人

が
登
場
す
る
と
、
西
の
楽
屋
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
花
鳥
を
染
め
た
金
黒
の
水
干
に
銀

の
乱
紋
を
ち
り
ば
め
た
下
濃
い
の
括
袴
を
着
て
、
綾
藺
笠
を
被
っ
た
法
師
八
人
が

登
場
し
た
。
そ
し
て
一
の
簓
は
本
座
の
阿
古
、
乱
拍
子
は
新
座
の
彦
夜
叉
、
刀
玉

（
曲
技
。ジ
ャ
グ
リ
ン
グ
）は
道
一
が
そ
れ
ぞ
れ
演
じ
た
が
、あ
ま
り
に
も
上
手
だ
っ

た
の
で
、
見
物
客
の
耳
目
を
驚
か
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。『
太
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平
記
』
に
は
、
こ
の
時
の
田
楽
が
ど
の
よ
う
な
芸
態
だ
っ
た
の
か
を
具
体
的
に
記

し
て
い
な
い
。
法
師
た
ち
は
田
楽
躍
り
を
し
た
の
だ
ろ
う
が
、
八
人
の
童
子
た
ち

の
役
割
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
植
木
行
宣
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
舞
台
で

本
座
と
新
座
が
演
じ
た
の
は
〝
原
初
的
な
能
〞
で
あ
る
「
恋
の
立
会
」
だ
っ
た
と

い
う（

4
）。

　
こ
の
勧
進
田
楽
に
お
け
る
一
の
簓
と
は
、田
楽
の
中
心
的
演
者
の
こ
と
だ
ろ
う
。

ま
た
、
乱
拍
子
と
は
特
殊
な
足
ぶ
み
で
踏
み
ま
わ
る
舞
踊
の
こ
と
で
あ
る
。
刀
玉

は
曲
技
の
一
種
で
、
数
本
の
小
刀
や
玉
を
投
げ
上
げ
る
こ
と
を
繰
り
返
す
ジ
ャ
グ

リ
ン
グ
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
勧
進
田
楽
は
本
座
と
新
座
の
共
演
だ
っ
た
。

　

こ
の
立
ち
会
い
が
終
わ
っ
た
後
、
大
惨
事
が
発
生
す
る
。「
斯か

か

る
処
に
新
座
の

楽
屋
八
九
歳
の
小
童
に
猿
の
面
を
き
せ
、
御
幣
を
差
上
て
、
赤
地
の
金
襴
の
打
懸

に
虎
皮
の
連
貫
を
蹴
開
き
、
小
拍
子
に
懸
て
、
紅
緑
の
そ
り
橋
を
斜
に
踏
で
出
た

り
け
る
が
高
欄
に
飛
上
り
、
左
へ
回
右
へ
曲
り
、
抛
返
て
は
上
り
た
る
在
様
、
誠

に
此
世
の
者
と
は
不
見
、
忽

た
ち
ま
ちに

山
王
神
託
し
て
、
此
奇
瑞
を
被
示
か
と
、
感
興

身
に
ぞ
余
り
け
る
。
さ
れ
ば
百
余
間
の
桟
敷
共
怺こ

ら
え

兼か
ね

て
座
に
も
不
蹈
、「
あ
ら
面

白
や
難
堪
や
」
と
、
喚
叫
び
け
る
間
（
中
略
）
桟
敷
傾
立
て
、
あ
れ
や
あ
れ
や
と

云
程
こ
そ
あ
れ
、
上
下
二
百
四
十
九
間
、
共
に
将
碁
倒
を
す
る
が
如
く
、
一
度
に

同
と
ぞ
倒
け
る
」

　
新
座
の
田
楽
の
童
子
に
よ
る
山
王
権
現
の
神
猿
に
扮
し
た
ア
ク
ロ
バ
チ
ッ
ク
な

曲
芸
に
よ
っ
て
、
熱
狂
の
極
み
に
達
し
た
観
客
た
ち
は
、
桟
敷
で
一
斉
に
立
ち
上

が
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
桟
敷
が
一
挙
に
倒
壊
し
て
多
く
の
死
傷
者
を
生
じ

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

世
阿
弥
か
ら
見
た
田
楽

　
『
申
楽
談
儀
』
に
よ
れ
ば
、「
一
忠
デ
ン
ガ
ク
・
清
次
法
名
観
阿
・
犬
王
法
名
道

阿
・
亀
阿
、
是
、
た
う
道
（
当
道
）
の
先
祖
と
い
ふ
べ
し
」
と
、「
能
」
の
達
人

た
ち
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
清
次
は
観
阿
弥
の
こ
と
で
、
犬
王
は
観
阿
弥
と
同
世

代
の
近
江
猿
楽
日
吉
座
の
大
夫
だ
っ
た
し
、
世
阿
弥
と
そ
の
父
で
あ
る
観
阿
弥
は

大
和
猿
楽
の
結
崎
座
の
猿
楽
師
だ
っ
た
。
し
か
し
、
一
忠
と
亀
阿
は
田
楽
法
師
で

あ
る
。

　

こ
の
四
人
の
内
、
本
座
の
田
楽
法
師
で
あ
る
一
忠
に
つ
い
て
、『
申
楽
談
儀
』

で
は
「
観
阿
は
、
わ
が
風
躰
の
師
也
と
申
さ
れ
け
る
也
」
と
あ
り
、『
風
姿
花
伝
』

で
は
「
此
道
の
聖
」
と
記
し
て
高
く
評
価
し
て
い
る
。
新
座
の
田
楽
法
師
の
亀
阿

（
喜
阿
と
も
書
く
）
も
「
音
曲
の
先
祖
也
」
と
賞
賛
し
て
い
る
。

　
猿
楽
能
を
取
り
入
れ
た
田
楽
は
「
田
楽
能
」
を
発
展
さ
せ
、室
町
初
期
ま
で
は
、

猿
楽
を
圧
倒
す
る
ほ
ど
流
行
し
て
い
た
。
鎌
倉
末
期
の
北
条
高
時
の
田
楽
狂
い
な

ど
は
、
武
家
社
会
に
逸
早
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
田
楽
の
状
況
を
示
し
て
い
る
し
、

社
寺
に
お
け
る
勧
進
興
行
で
も
田
楽
が
頭
抜
け
て
多
か
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
時
期

に
一
忠
や
亀
阿
な
ど
の
名
手
を
多
く
輩
出
し
た
こ
と
も
田
楽
の
興
隆
を
支
え
た
要

因
と
い
え
る
。

　
現
在
、
能
楽
は
「
現
代
能
」
と
「
夢
幻
能
」
と
に
大
別
さ
れ
る
。
現
代
能
は
登

場
人
物
す
べ
て
が
現
実
の
人
間
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
夢
幻
能
は
、
神
・
霊
・

精
な
ど
の
超
自
然
的
存
在
が
シ
テ
（
主
人
公
）
と
な
り
、
前
場
で
名
所
旧
跡
を
訪

れ
た
旅
の
僧
侶
（
ワ
キ
）
な
ど
の
前
に
人
の
姿
で
出
現
し
て
、
土
地
に
ま
つ
わ
る

伝
説
や
身
の
上
を
語
り
、
後
場
で
本
性
を
現
し
た
シ
テ
が
登
場
す
る
形
式
の
能
で

あ
り
、
世
阿
弥
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
作
劇
法
で
あ
る
。
南
北
朝
か
ら
室
町
初
期

に
隆
盛
を
誇
っ
た
田
楽
能
は
、当
時
の
猿
楽
能
と
同
様
に
「
現
代
能
」
で
あ
っ
た
。

　

田
楽
能
の
演
目
を
猿
楽
能
と
し
て
取
り
入
れ
た
演
目
に
「
船
橋
」「
松
風
」
が

あ
る
。
船
橋
は
古
く
か
ら
あ
る
田
楽
能
を
世
阿
弥
が
改
作
し
た
も
の
と
い
う
。
ま

た
、「
松
風
」
は
田
楽
の
亀
阿
弥
が
作
っ
た
「
汐
汲
」
と
い
う
田
楽
能
を
、
観
阿
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弥
が
「
松
風
村
雨
」
と
い
う
題
で
改
作
し
、
そ
れ
を
世
阿
弥
が
更
に
手
を
加
え
た

曲
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
頃
の
猿
楽
能
と
田
楽
能
は
、「（
劇
と
し
て
の
）
も
の
ま

ね
」
と
し
て
演
じ
る
点
で
は
同
じ
よ
う
な
芸
能
で
あ
っ
た
。

猿
楽
と
田
楽
の
浮
沈
　

　
世
阿
弥
（
一
三
六
三
？
年
〜
一
四
四
三
年
）
は
室
町
幕
府
の
三
代
将
軍
足
利
義

満
（
一
三
五
八
年
〜
一
四
〇
八
年
）
に
庇
護
さ
れ
、
二
条
良
基
か
ら
連
歌
や
古
今

和
歌
集
な
ど
の
教
養
を
学
び
、夢
幻
能
と
い
う
芸
術
性
の
高
い
芸
能
を
確
立
し
た
。

義
満
の
跡
を
継
い
だ
四
代
将
軍
足
利
義
持
（
一
三
八
六
年
〜
一
四
二
八
年
）
は
猿

楽
よ
り
も
田
楽
を
好
み
、
五
代
将
軍
足
利
義
教
（
一
三
九
四
年
〜
一
四
四
一
年
）

は
世
阿
弥
の
甥
で
あ
る
観
世
三
郎
元
重
（
音
阿
弥
）
を
重
用
し
て
、
世
阿
弥
と
観

世
元
雅
父
子
を
弾
圧
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
八
代
将
軍
足
利
義
政
（
一
四
三

六
年
〜
一
四
九
〇
年
）
に
も
音
阿
弥
は
厚
遇
さ
れ
、
観
世
流
の
猿
楽
を
発
展
さ
せ

た
。

　

こ
の
よ
う
な
中
で
、
専
従
の
田
楽
座
は
次
第
に
衰
退
の
道
を
歩
ん
で
い
っ
た
。

し
か
し
、
村
々
の
宮
座
な
ど
で
田
楽
を
習
い
覚
え
て
伝
え
ら
れ
、
現
在
で
も
無
形

民
俗
文
化
財
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
田
楽
が
全
国
各
地
に
散
在
す
る
。

　
江
戸
時
代
に
な
る
と
、
徳
川
家
康
や
徳
川
秀
忠
、
徳
川
家
光
な
ど
の
歴
代
将
軍

が
猿
楽
を
好
ん
だ
た
め
、
武
家
に
お
け
る
典
礼
用
の
式
楽
と
な
り
、
大
名
家
で
は

お
抱
え
の
猿
楽
師
を
雇
う
よ
う
に
な
る
。

　
明
治
維
新
以
降
の
近
代
に
な
る
と
、
廃
藩
置
県
に
よ
っ
て
庇
護
者
を
失
っ
た
猿

楽
は
衰
微
す
る
。
し
か
し
、
明
治
一
四
年
（
一
八
八
一
年
）
に
は
能
楽
社
が
設
立

さ
れ
、
猿
楽
を
能
楽
と
い
う
名
称
に
変
え
、
能
楽
を
一
般
市
民
に
教
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
能
楽
の
復
興
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

（
二
）
美
麗
田
楽

史
料
か
ら
見
る
竹
の
曲

　
室
町
末
期
に
成
立
し
た
『
安
楽
寺
天
満
宮
年
中
行
事
記
』
に
は
、
旧
暦
八
月
二

四
日
の
天
満
宮
の
神
幸
祭
の
次
第
に
つ
い
て
、「
別
当
官
、
公
文
其
外
宿
々
ニ
戻

候
、
も
ん
に
ん
ハ
右
之
着
座
居
申
候
ニ
び・

・

・
れ
い
も
ん
に
ん
の
前
に
て
竹
の
林
を
舞

申
候 

歌
は
於
神
殿
歌
舞
ス
、
其
後
別
当
官 

次
伊
勢
加
賀
両
人
、
公
文
へ
ハ
家
々

に
参
ま
ひ
（
舞
い
）
申
候
相
勤
候
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
室
町
末

期
に
は
神
幸
祭
の
神
輿
還
御
の
後
に
、神
殿
に
お
い
て
「
び
れ
い
」
に
よ
っ
て
「
竹

の
林
」
が
演
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
同
史
料
に
は
「
御
跡
に
び

れ
い
、こ
れ
は
石
は
し
（
石
橋
）
よ
り
幸
の
橋
迠
な
り
」
と
記
述
さ
れ
、「
び
れ
い
」

が
天
満
宮
境
内
の
石
橋
か
ら
榎
社
の
手
前
の
橋
ま
で
神
輿
に
供
奉
し
て
お
り
、
神

幸
の
往
復
で
随
行
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
太
宰
府
天
満
宮
に

お
け
る
「
竹
の
曲
」
は
、
室
町
末
期
に
は
既
に
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
江
戸
時
代
に
な
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
史
料
に
「
竹
の
曲
」
が
散
見
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
。

　
貝
原
益
軒
た
ち
が
編
纂
し
た
『
筑
前
国
続
風
土
記
』
は
宝
永
九
年
（
一
七
〇
九
）

に
完
成
し
た
が
、こ
れ
に「
竹
の
舞
は
い
に
し
へ（
古
え
）の
田
楽
の
余
風（
遺
風
）

に
や
と
い
ふ
。
一
人
に
て
ま
ふ（
舞
う
）。
猿
楽
の
う
た
ひ（
謡
）の
こ
と
く（
如
く
）

な
る
、
う
た
ひ
物
也
。
凡
此
時
の
儀
式
、
よ
所
（
他
所
）
の
祭
の
よ
そ
ほ
ひ
（
装

い
）
に
す
ぐ
れ
、
い
と
し
づ
か
に
し
て
厳
重
な
れ
ば
、
誰
も
見
ま
ほ
し
き
事
に
お

も
へ
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
田
楽
の
遺
風
だ
と
言
わ
れ
て
お
り
、
猿
楽
の
謡
の

よ
う
な
歌
を
背
景
に
一
人
で
舞
う
と
い
う
「
歌
い
物
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ

は
、
現
在
の
「
竹
の
曲
」
の
芸
態
と
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、
他
の
祭
事
と
比
べ
て

も
、
装
束
が
良
い
上
に
静
か
で
荘
重
な
芸
能
な
の
で
、
多
く
の
人
た
ち
に
見
て
ほ
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し
い
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

江
戸
後
期
に
な
る
と
、「
竹
の
曲
」
一
行
が
随
伴
す
る
神
幸
行
列
を
描
い
た
絵

画
が
残
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
文
政
四
年
（
一
八
二
一
）
の
『
筑
前
名
所
図
会
』

巻
四
の
挿
図
「
天
満
宮
神
幸
の
図
」、『
御
神
幸
絵
巻
』
の
嘉
永
本
（
一
八
四
八
〜

一
八
五
四
）、
同
じ
く
元
治
本
（
一
八
六
四
〜
六
五
）
で
あ
る
が
、「
竹
の
曲
」
の

上
演
状
況
を
描
い
た
も
の
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

美
麗
に
つ
い
て

　

室
町
末
期
の
太
宰
府
天
満
宮
御
神
幸
祭
に
お
い
て
、「
竹
の
林
」
を
演
じ
る
と

共
に
神
輿
の
神
幸
行
列
に
随
行
し
て
い
た
「
び
れ
い
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
人
物

で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
か
つ
て
、
京
都
の
梅
津
（
京
都
市
右
京
区
梅
津
）
を
出
身
地
と
伝
え
る
芸
能
者

集
団
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
菅
原
道
真
に
仕
え
て
い
た
彼
ら
は
、
大
宰
府
に
左
遷

さ
れ
た
道
真
を
慕
っ
て
西
国
に
下
っ
た
と
伝
え
て
い
る
。
一
乗
法
師
を
初
代
と
す

る
田
楽
集
団
で
、「
美
麗
」、
後
に
は
「
梅
津
」
と
名
乗
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う

の
で
あ
る
。

　
一
〇
世
紀
末
の
松
尾
大
社
の
祭
礼
に
、京
都
南
郊
の
淀
川
沿
い
の
山
崎
か
ら「
山

崎
津
人
」
が
田
楽
を
演
じ
に
や
っ
て
き
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ

て
、当
時
、京
都
周
辺
に
は
田
楽
集
団
の
居
住
す
る
地
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
美
麗
一
族
が
京
都
の
梅
津
を
出
身
の
地
と
伝
え
て
い
た
と
い
う
が
、
奥
野
高
廣

氏
に
よ
れ
ば
、
戦
国
時
代
、
西
梅
津
（
現
京
都
市
右
京
区
梅
津
地
区
西
部
）
は
、

京
都
内
の
北
畠
や
桜
町
、
九
条
河
原
と
共
に
声
聞
師
た
ち
が
集
団
で
居
住
し
て
い

た
地
で
あ
っ
た
と
い
う（

5
）。

声
聞
師
は
中
世
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
呪
術
的
な
職
掌

や
芸
能
に
携
わ
っ
た
陰
陽
師
系
の
芸
能
者
の
こ
と
で
あ
る
。
梅
津
は
い
つ
頃
か
ら

か
は
不
明
で
あ
る
が
、
田
楽
法
師
や
声
聞
師
な
ど
の
芸
能
者
た
ち
が
集
住
す
る
地

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
世
阿
弥
の
作
品
で
あ
る
「
老
松
」
は
、
大
宰
府
天
満
宮
に
ゆ
か
り
の
あ
る
脇
能

で
あ
る
。
都
に
住
む
梅
津
某
（
ワ
キ
）
が
大
宰
府
の
安
楽
寺
名
参
詣
す
る
と
、
老

人
（
シ
テ
）
と
若
い
男
（
ツ
レ
）
が
登
場
し
、
境
内
の
飛
び
梅
は
「
紅
梅
殿
」
と

い
い
、
梅
に
続
い
て
飛
来
し
た
老
松
（
追
い
松
）
も
神
木
で
あ
る
こ
と
を
教
え
て

姿
を
消
す
。
中
入
り
の
後
、
こ
の
所
の
男
（
間
狂
言
）
が
現
れ
、
こ
の
梅
と
松
の

謂
れ
を
語
る
の
で
、
梅
津
某
は
先
程
の
二
人
は
神
の
化
身
だ
と
確
信
し
て
夜
を
待

つ
。
そ
こ
に
松
の
精
（
後
シ
テ
）
と
梅
の
精
が
現
れ
て
「
真
ノ
序
之
舞
」
を
舞
い
、

松
は
長
寿
を
言
祝
ぎ
、
梅
は
若
い
美
し
さ
を
讃
え
て
、
御
代
の
春
を
祝
福
す
る
。

　
寛
弘
二
〜
三
年
（
一
〇
〇
五
〜
〇
六
）
に
成
立
し
た
『
拾
遺
和
歌
集
』
に
菅
原

道
真
の
歌
「
東こ

ち風
吹
か
ば　
に
ほ
ひ
を
こ
せ
よ　
梅
の
花　
主あ

る
じな

し
と
て
春
を
忘

る
な
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
に
由
来
す
る
「
飛
び
梅
」
に
ま
つ
わ
る
伝

説
は
、
承
久
元
年
（
一
二
一
九
）
の
国
宝
『
北
野
天
神
縁
起
』
に
既
に
記
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
伝
説
を
モ
チ
ー
フ
に
世
阿
弥
は
祝
言
性
の
強
い
脇
能
と
し
て
作
り
上

げ
た
の
で
あ
る
。

　
脇
能
「
老
松
」
の
影
響
を
受
け
て
美
麗
一
族
が
梅
津
姓
を
名
乗
っ
た
の
か
、
世

阿
弥
が
太
宰
府
天
満
宮
と
関
わ
り
の
あ
る
美
麗
一
族
の
こ
と
を
知
っ
て
い
て
、
梅

津
某
と
し
た
の
か
定
か
で
は
な
い
が
、「
老
松
」に
登
場
す
る
梅
津
某
と
美
麗
一
族
、

あ
る
い
は
京
都
の
梅
津
と
は
何
ら
か
の
関
わ
り
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
久
留
米
市
大
善
寺
町
宮
本
に
鎮
座
す
る
玉
垂
宮
は
筑
後
国
三
潴
荘
鎮
守
と
呼
ば

れ
て
お
り
、
美
麗
一
族
に
関
す
る
「
梅
津
文
書
」
が
残
さ
れ
て
い
る
。
永
井
氏
に

よ
れ
ば
、「
そ
の
活
動
は
、
田
楽
美
麗
法
師
の
三
潴
荘
師
子
勾
当
職
を
安
堵
し
た

建
保
三
年
（
一
二
一
五
）
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
わ
れ
て
い
る
」

と
の
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
師
子
勾
当
職
と
は
、
大
善
寺
玉
垂
宮
の
神
幸
に
際
し
て
、
行
列
の
先
頭
で
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祓
い
を
行
う
獅
子
舞
の
責
任
者
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
田
楽
以
外
の
芸
能

も
担
当
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
ま
た
、
永
井
氏
は
「
永
仁
四
年
（
一
二
九
六
）
玉
垂
宮
・
大
善
寺
の
仏
神
事
の

次
第
を
書
き
記
し
た
史
料
に
よ
れ
ば
、
五
月
十
五
日
の
小
五
月
会
に
は
、
美
麗
一

族
の
演
じ
る
政
所
田
楽
の
ほ
か
に
、
三
潴
荘
の
東
郷
と
西
郷
の
農
民
た
ち
に
よ
る

村
田
楽
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
村
田
楽
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
に
つ
い
て
伝
え

ら
れ
て
い
な
い
。
田
植
え
を
囃
す
田
楽
な
の
か
、
あ
る
い
は
美
麗
一
族
が
農
民
た

ち
に
伝
授
し
た
素
人
の
田
楽
で
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
」
と
い
う
。

　
平
安
末
期
か
鎌
倉
初
頭
に
美
麗
一
族
は
西
国
に
下
向
し
て
、
三
潴
（
現
福
岡
県

久
留
米
市
三
潴
町
）
に
居
住
し
て
芸
能
活
動
を
行
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ

う
。
鎌
倉
期
の
美
麗
一
族
が
演
じ
て
い
た
田
楽
の
芸
態
は
、
田
楽
躍
か
ら
物
真
似

（
寸
劇
的
な
演
劇
）
に
重
点
を
移
し
た
田
楽
能
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
な
お
、
永
井
氏
は
「
美
麗
一
族
は
芸
能
を
専
業
と
す
る
集
団
で
は
な
か
っ
た
よ

う
だ
」
と
い
う
。
美
麗
一
族
は
薬
師
派
と
得
王
派
に
分
か
れ
て
抗
争
を
繰
り
返
し

た
と
い
い
、
薬
師
派
は
荒
木
氏
、
得
王
派
は
藤
吉
氏
と
い
う
筑
後
の
小
豪
族
に
そ

れ
ぞ
れ
下
人
と
し
て
隷
属
し
、
屋
敷
を
与
え
ら
れ
て
農
耕
に
従
事
し
て
い
た
と
い

う
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
近
世
以
降
の
歌
舞
伎
や
人
形
芝
居
等
の
芸
能
集
団
が
農
村
部
に
定
着

し
、
農
繁
期
に
は
農
業
に
従
事
し
な
が
ら
農
閑
期
に
興
行
し
て
廻
る
半
農
半
芸
の

生
活
を
送
っ
て
い
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
。
基
本
的
に
農
繁
期
に
は
大
規
模
な
祭

事
は
少
な
く
、
観
客
を
集
め
ら
れ
る
農
閑
期
に
村
々
を
巡
っ
て
芸
能
を
演
じ
て
い

た
の
で
あ
る
。

　
筑
後
国
は
高
良
玉
垂
信
仰
が
強
い
が
、
天
神
信
仰
も
広
く
浸
透
し
て
い
た
。
そ

の
た
め
、
美
麗
一
族
は
筑
後
国
の
諸
社
を
基
盤
に
筑
前
国
の
太
宰
府
天
満
宮
に
ま

で
活
動
範
囲
を
広
げ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　
室
町
期
に
な
る
と
、
観
阿
弥
と
世
阿
弥
親
子
に
よ
っ
て
夢
幻
能
が
確
立
し
、
舞
と

曲
と
に
重
点
を
置
く
よ
う
に
な
り
、
南
北
朝
期
か
ら
室
町
初
期
に
一
世
を
風
靡
し
て

い
た
田
楽
能
に
代
わ
っ
て
、
猿
楽
能
が
人
気
を
集
め
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
た
め
田

楽
能
は
次
第
に
衰
微
し
、
田
楽
の
専
従
者
は
次
第
に
い
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。

　
一
方
、
地
方
に
伝
わ
っ
た
田
楽
は
、
田
楽
（
田
楽
躍
り
）
や
囃
子
田
と
し
て
民

俗
芸
能
と
な
っ
て
各
地
で
伝
承
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
発
展
段
階
の

田
楽
を
、
地
方
的
特
性
を
持
ち
な
が
ら
も
、
民
俗
芸
能
と
し
て
現
在
も
見
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

永
井
氏
は
「
応
安
八
年
（
一
三
七
五
）、
三
潴
荘
田
口
村
熊
野
権
現
の
六
月
祭

礼
に
関
す
る
史
料
で
は
、
年
紀
に
つ
い
て
は
疑
問
が
あ
る
が
、
美
麗
一
族
が
猿
楽

を
演
じ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
。

　
時
代
の
趨
勢
の
中
で
、人
々
の
好
み
は
田
楽
よ
り
も
猿
楽
に
移
っ
て
い
た
た
め
、

美
麗
一
族
は
猿
楽
を
演
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
可
能
だ
っ

た
の
は
、
鎌
倉
期
か
ら
室
町
初
頭
に
か
け
て
の
田
楽
能
と
猿
楽
能
と
は
、
劇
的
物

真
似
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
た
た
め
、
互
い
に
影
響
を
与
え
つ
つ
、
ほ
ぼ
同
様

の
芸
態
に
な
っ
て
い
た
た
め
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
近
世
に
な
る
と
、
美
麗
一
族
の
一
部
は
元
和
年
間
（
一
六
一
五
〜
二
四
）
に
福

岡
藩
黒
田
家
に
仕
え
る
よ
う
に
な
り
、
筑
前
国
夜
須
郡
甘
木
村
を
拠
点
と
す
る
筑

前
美
麗
家
が
成
立
す
る
。
筑
前
美
麗
家
は
寛
永
元
年
（
一
六
二
四
）
に
筑
前
国
楽

頭
に
任
じ
ら
れ
て
、
諸
役
免
除
の
特
権
が
与
え
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
寛
保
三
年

（
一
七
四
三
）、
六
代
目
金
左
衛
門
は
城
代
組
の
士
分
に
取
り
立
て
ら
れ
、
十
八
石

五
人
扶
持
を
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
楽
頭
職
で
あ
る
本
家
を
弟

に
譲
り
、
筑
前
美
麗
家
は
本
家
別
家
の
二
家
に
分
か
れ
た
。
弟
が
継
い
だ
甘
木
村

の
本
家
は
、
永
代
三
人
扶
持
を
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
大
宰
府
天
満
宮
、
筥

崎
宮
（
福
岡
市
東
区
箱
崎
）、
櫛
田
神
社
（
同
市
博
多
区
上
川
端
町
）、
紅
葉
八
幡
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宮
（
同
市
早
良
区
高
取
）、
警
固
神
社
（
同
市
中
央
区
天
神
）、
鳥
飼
八
幡
宮
（
同

市
中
央
区
今
川
）
な
ど
で
神
事
能
を
奉
仕
す
る
よ
う
に
な
り
、
翁
を
務
め
る
神
事

方
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
の
廃
藩
置
県
に
よ
っ
て
、
神

事
能
の
奉
納
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
ま
た
、
永
井
氏
に
よ
れ
ば
、
肥
前
佐
賀
藩
に
も
美
麗
を
称
し
た
梅
崎
姓
の
能
役

者
の
一
族
が
い
た
と
い
う
。

美
麗
田
楽
の
研
究
史
　

　

美
麗
田
楽
の
研
究
は
既
に
戦
前
に
始
ま
っ
て
い
た
。
昭
和
一
六
年
（
一
九
四

一
）
に
畝
傍
書
房
か
ら
刊
行
さ
れ
た
、
森
末
義
彰
著
の
『
中
世
の
社
寺
と
藝
術
』

（
畝
傍
史
学
叢
書
）
で
あ
る
。
森
末
氏
に
よ
る
『
中
世
の
社
寺
と
藝
術
』「
第
三
篇 

美
麗
田
楽
」
の
考
察
に
は
「
梅
津
文
書
」（
久
留
米
市
指
定
有
形
文
化
財
）
を
用

い
て
い
る
。
こ
の
文
書
群
は
筑
後
の
美
麗
太
夫
・
梅
津
家
に
伝
来
し
た
も
の
だ
っ

た
が
、
将
来
の
保
存
の
た
め
、
戦
前
に
玉
垂
宮
に
譲
渡
さ
れ
た
も
の
で
、
筑
後
地

域
の
中
世
芸
能
の
状
況
を
伝
え
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
ま
た
、昭
和
三
八
年（
一

九
六
三
）
に
は
松
田
修
氏
の
「
美
麗
田
楽
小
論–

森
末
義
彰
博
士
の
論
に
即
し
つ

つ
」
が
発
表
さ
れ
て
い
る（

6
）。

昭
和
五
〇
年
（
一
九
七
五
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
菅
原

道
真
と
太
宰
府
天
満
宮
』
に
は
筑
紫
豊
氏
の
「
神
幸
祭
と
「
竹
の
曲
」
に
つ
い
て
」

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
を
受
け
て
、
植
木
行
宣
氏
は
『
日
本
芸
能

史
２
』
の
中
で
、「
建
保
頃
（
一
二
一
三
〜
一
九
）
か
ら
活
動
の
記
録
の
跡
を
の

こ
す
美
麗
田
楽
は
、
地
方
に
生
ま
れ
た
代
表
的
な
田
楽
座
と
し
て
知
ら
れ
る
。
こ

の
美
麗
田
楽
は
筑
後
の
大
善
寺
（
城
島
町
）
を
本
拠
に
、
在
地
の
鎮
守
玉
垂
宮
や

本
宮
の
高
良
山
神
社
（
一
宮
）
に
参
勤
す
る
な
か
で
座
を
結
成
し
、
や
が
て
筑
後

一
円
に
及
ぶ
諸
社
寺
の
祭
礼
に
広
く
活
躍
し
た
」
と
紹
介
し
て
い
る（

7
）。

　
前
述
の
永
井
彰
子
氏
の
「
美
麗
一
族　
竹
の
曲
と
神
事
能
」
は
、
玉
垂
宮
の
梅

津
文
書
と
共
に
、
近
世
の
「
筑
前
梅
津
文
書
」
を
用
い
て
、
し
っ
か
り
し
た
史
料

批
判
の
上
で
、
美
麗
一
族
の
歴
史
を
総
合
的
に
明
示
し
た
論
文
で
あ
り（

8
）、

近
世
の

筑
前
美
麗
家
の
動
き
も
紹
介
し
て
い
る
。
そ
の
成
果
を
こ
の
拙
文
で
も
活
用
さ
せ

て
頂
い
て
い
る
。

　
ま
た
、
令
和
五
年
一
月
に
刊
行
さ
れ
た
報
告
書
『
竹
の
曲
』
で
は
、
山
村
信
榮

氏
が
報
告
文
を
執
筆
さ
れ
て
お
り
、「
美
麗
役
梅
津
家
と
竹
の
は
や
し
」
な
ど
で
、

美
麗
田
楽
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る（

9
）。

（
三
）
大
宰
府
天
満
宮
の
竹
の
曲

竹
の
曲
の
名
称
と
謡
　

　

室
町
末
期
の
『
安
楽
寺
天
満
宮
年
中
行
事
記
』
に
は
「
竹
の
林
」
と
記
さ
れ
、

江
戸
期
に
な
る
と
「
竹
之
囃
子
」「
竹
之
ハ
ヤ
シ
」「
竹
ノ
舞
」
と
書
か
れ
る
よ
う

に
な
り
、明
治
以
降
に
「
竹
の
曲
」
と
表
記
す
る
よ
う
に
な
る
。
昭
和
二
七
年
（
一

九
五
二
）
に
国
の
無
形
文
化
財
に
選
定
さ
れ
た
時
の
名
称
は
「
竹
の
は
や
し
」
で

あ
っ
た
。

　
「
タ
ケ
ノ
ハ
ヤ
シ
」と
い
う
呼
称
は「
扇
の
舞
」で
歌
わ
れ
る
次
の
よ
う
な「
謡
」

に
由
来
す
る
。

　
・
稚
児
「
釈
尊
説
法
の
古

い
に
し
えは

」

　
・ 

楽
入
一
同
「
竹
の
林
に
寺
を
建
て
、晋
の
七
賢
と
い
ひ
し
人
、竹
林
セ
イ
シ
、

シ
ス
マ
ン
セ
イ
シ
、竹
を
囃
せ
し
諸
人
の
、尚
世
々
は
ふ
れ
ど
い
つ
も
な
く
」

　
・
稚
児
「
申
せ
ど
も
定
め
ず
眺
め
つ
つ
」

　
・ 
楽
入
一
同
「
霰あ

ら
れた

ま
ら
ぬ
玉
笹
に
、
小さ

枝え
だ

も
れ
く
る
月
影
の
、
葉
に
置
く
露

に
移
ろ
い
て
、
露
を
み
が
け
る
光
こ
そ
、
千せ

ん

秋し
ゅ
う

万ば
ん
ざ
い歳

と
お
ぼ
え
た
り
、
糸し

竹ち
く

（
弦
楽
器
と
管
楽
器
の
総
称
）
の
調し

ら
べた

え
（
妙
）
に
し
て
、
万よ

ろ
ずの

声
を
と
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と
の
え
る
」

　
・
稚
児
「
実げ

に
も
芽め

で出
く
お
ぼ
ゆ
る
は
」

　
・ 
楽
入
一
同「
何
よ
り
も
、何
よ
り
も
、あ
ま
ね
く
諸
人
に
、イ
チ
グ（
一
具
か
？
。

一
式
、あ
る
い
は
揃
え
る
こ
と
）
南
北
に
、呉
竹
を
植
え
置
き
て
、眺
め
ば
や
、

眺
め
ば
や
、
ヘ
イ
ヤ
の
笛
に
よ
り
、
筩
（
し
ょ
う
・
笙
の
こ
と
か
？
。
筩
の

音
は
ト
ウ
で
、
竹
筒
の
こ
と
）
に
よ
り
、
我
も
人
も
お
し
な
め
、
太
平
楽
を

吹
き
な
ら
し
、
喜
は
是
れ
を
し
て
思
う
人
に
よ
り
、
竹
の
い
つ
も
緑
の
色
映は

え
て
、
千
代
を
重
ね
て
竹
の
曲は

や
し」

　

本
来
、
こ
の
「
謡
」
は
口
伝
で
伝
え
ら
れ
て
い
た
た
め
に
意
味
不
明
の
部
分
（
片

仮
名
表
記
）が
あ
る
。無
形
文
化
財
選
択
の
際
に
文
字
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

現
在
の
竹
の
曲
　

　

現
在
、「
竹
の
曲
」
は
定
例
的
に
毎
年
三
回
の
祭
事
で
演
じ
ら
れ
る
。
最
も
重

要
な
の
は
太
宰
府
天
満
宮
神
幸
式
大
祭
に
お
け
る
奉
納
で
あ
る
。
そ
し
て
太
宰
府

天
満
宮
秋
思
祭
と
安
行
神
社
祭
日
の
演
舞
で
あ
る
。

　

太
宰
府
天
満
宮
神
幸
式
大
祭
が
毎
年
九
月
二
二
日
か
ら
二
三
日
（
春
分
の
日
）

に
か
け
て
執
行
さ
れ
る
。
二
二
日
の
夜
に
天
満
宮
か
ら
榎
社（
菅
原
道
真
旧
邸
跡
）

へ
「
お
下
り
の
儀
」
が
行
わ
れ
、
午
後
八
時
に
御
発
輿
と
な
っ
て
一
〇
時
頃
に
榎

社
に
御
着
輿
と
な
る
。
竹
の
曲
の
一
同
は
お
下
り
に
供
奉
し
て
、そ
の
道
中
に「
道

楽
」を
奏
す
る
。
榎
社
は
天
満
宮
の
南
西
約
二
・
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
位
置
す
る
。

二
三
日
は
午
後
二
時
か
ら
榎
社
拝
殿
で
「
倭
舞
」
を
奏
上
し
、
午
後
三
時
半
に
榎

社
か
ら
御
発
輿
し
て
、「
お
上
り
の
儀
」
と
な
り
、
そ
の
道
中
に
竹
の
曲
の
一
同

は
「
道
楽
」
を
奏
す
る
。
午
後
六
時
に
浮
殿
に
御
着
輿
と
な
り
、
浮
殿
献
饌
祭
を

神幸式 お上り 令和５年

神幸式 浮殿 令和４年

秋思祭 令和６年

神幸式 ささら舞奉納 令和４年
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執
行
し
、
竹
の
曲
の
「
お
御
供
上
げ
」
を
奏
す
る
。
六
時
半
に
浮
殿
を
御
発
輿
し

て
七
時
半
に
本
殿
に
御
着
輿
し
て
還
御
祭
が
執
行
さ
れ
、
竹
の
曲
の
一
同
は
本
殿

前
の
石
畳
に
敷
い
た
茣
蓙
の
上
で
「
扇
の
舞
」
と
「
さ
さ
ら
の
舞
」
を
奉
納
す
る
。

　
太
宰
府
天
満
宮
秋
思
祭
は
、
菅
原
道
真
が
昌
泰
三
年
九
月
十
日
の
宮
中
で
行
わ

れ
た
重
陽
の
節
供
の
後
宴
で
「
秋
思
」
と
い
う
勅
題
を
受
け
て
漢
詩
を
詠
じ
、
そ

の
出
来
映
え
に
感
嘆
し
た
醍
醐
天
皇
か
ら
御
衣
を
賜
っ
た
と
い
う
故
事
に
由
来

し
、
昭
和
四
二
年
（
一
九
六
七
）
か
ら
始
ま
っ
た
新
し
い
行
事
で
あ
る
。
毎
年
旧

暦
九
月
一
〇
日
の
夜
七
時
か
ら
大
宰
府
政
庁
跡
で
行
わ
れ
る
。
巫
女
舞
の
後
、
仮

設
舞
台
上
で
竹
の
曲
の
「
さ
さ
ら
の
舞
」
と
「
扇
の
舞
」
が
演
じ
ら
れ
る
。

　
安
行
神
社
は
太
宰
府
市
宰
四
丁
目
（
三
条
）
に
あ
り
、
府
太
宰
府
天
満
宮
の
北

方
約
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
に
位
置
す
る
。祭
神
は
菅
原
道
真
の
門
人
の
味う

ま
さ
け酒

安や
す
ゆ
き行

で
、

道
真
の
死
後
、
安
行
が
墓
所
に
廟
（
現
在
の
太
宰
府
天
満
宮
）
を
建
て
て
墓
守
に

な
っ
た
と
い
う
。
毎
年
一
〇
月
一
七
日
の
祭
の
時
、
午
前
一
一
時
か
ら
「
さ
さ
ら

の
舞
」
と
「
扇
の
舞
」
を
演
じ
る
。

竹
の
曲
の
芸
態
　

　
竹
の
曲
に
お
い
て
、
舞
を
担
当
す
る
の
は
稚
児
で
あ
る
。
稚
児
は
保
存
会
会
員

の
縁
者
の
中
か
ら
選
ば
れ
る
。
小
学
校
高
学
年
の
男
子
児
童
が
担
当
し
、
小
学
校

を
卒
業
す
る
と
、次
の
子
と
交
代
す
る
。
稚
児
は
袍
（
水
干
）
に
白
い
ゴ
ザ
袴
（
大

口
袴
）
を
着
用
し
、
組
紐
の
飾
り
を
つ
け
た
侍
烏
帽
子
を
被
り
、
白
足
袋
に
雪
駄

履
き
で
あ
る
。
平
成
二
七
年
（
二
〇
一
五
）
に
は
袍
の
色
は
淡
黄
だ
っ
た
が
、
平

成
六
年
（
二
〇
二
四
）
に
は
赤
藤
色
（
薄
紫
色
）
で
あ
っ
た
。

　
楽
人
は
壮
年
以
上
の
保
存
会
会
員
の
七
名
か
ら
八
名
で
構
成
さ
れ
る
。
締
太
鼓

は
１
名
、
他
の
楽
人
た
ち
は
横
笛
を
担
当
す
る
。
装
束
は
柿
色
の
麻
製
水
干
に
同

色
の
袴
を
穿
き
、
烏
帽
子
を
被
っ
て
白
足
袋
履
き
で
あ
る
。
な
お
、
道
楽
の
時
に

は
雪
駄
を
履
く
。

　
①
さ
さ
ら
の
舞　
さ
さ
ら
の
舞
は
締
太
鼓
と
笛
の
伴
奏
で
舞
う
。
演
奏
の
な
い

時
で
区
切
っ
て
便
宜
的
に
一
番
か
ら
八
番
ま
で
分
け
て
い
る
。
さ
さ
ら
の
舞
は
畳

二
畳
分
ほ
ど
の
空
間
内
で
稚
児
が
舞
う
。
一
番
は
基
点
で
あ
る
正
面
正
中
か
ら
正

方
位
（
正
面
方
向
）
に
押
し
出
し
て
後
ず
さ
っ
て
基
点
に
戻
る
。
基
点
で
太
鼓
に

遅
れ
て
両
手
で
持
っ
た
サ
サ
ラ
を
一
回
鳴
ら
し
、
次
の
拍
で
一
歩
進
み
、
四
つ
目

と
五
つ
目
の
拍
は
静
止
し
た
ま
ま
鳴
ら
し
て
六
つ
目
の
拍
か
ら
後
ず
さ
る
。
二
番

は
正
面
正
中
の
始
点
か
ら
左
斜
め
に
押
し
出
し
て
後
ず
さ
る
。
三
番
は
右
斜
め
に

押
し
出
し
て
後
ず
さ
る
。
二
番
と
三
番
の
サ
サ
ラ
は
壱
番
と
同
じ
で
あ
る
。
四
番

は
基
点
か
ら
四
角
の
外
周
を
反
時
計
回
り
し
て
正
面
右
奥
の
隅
ま
で
進
ん
で
横
を

向
く
。
五
番
は
正
面
奥
の
一
辺
を
横
切
っ
て
正
面
左
奥
の
隅
ま
で
進
む
。
六
番
は

正
面
左
奥
の
角
か
ら
正
面
手
前
左
隅
に
進
ん
で
横
を
向
く
。
七
番
は
正
面
手
前
左

隅
か
ら
正
面
正
中
の
基
点
ま
で
進
む
。
四
番
か
ら
七
番
ま
で
は
太
鼓
に
遅
れ
て
一

回
ず
つ
サ
サ
ラ
を
鳴
ら
し
て
か
ら
足
を
踏
み
出
す
。
八
番
は
一
番
と
同
様
に
正
面

方
向
へ
進
ん
で
基
点
に
戻
り
、
さ
さ
ら
の
舞
は
終
了
と
な
る
。
約
三
分
間
。

　
②
扇
の
舞　
扇
の
舞
は
笛
と
太
鼓
の
演
奏
を
伴
わ
ず
、謡
だ
け
で
稚
児
が
舞
う
。

三
番
で
構
成
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
ま
ず
稚
児
の
独
唱
が
あ
り
、
そ
れ
を
引
き
継
い

で
楽
人
た
ち
が
合
唱
す
る
。

　
一
番
は
稚
児
が
ま
ず
最
初
に
正
面
正
中
の
基
点
で
正
面
を
向
い
て
両
手
を
横
に

広
げ
、「
釈
尊
説
法
の
古

い
に
し
えは

」
と
独
唱
す
る
。
こ
の
時
畳
ん
だ
扇
を
右
手
で
握
っ

て
い
る
。
楽
人
た
ち
の
「
竹
の
林
に
」
の
合
唱
で
反
時
計
回
り
に
畳
一
畳
分
の
周

縁
部
の
周
回
を
始
め
る
。「
寺
を
建
て
」「
晋
の
七
賢
」「
竹
林（
セ
イ
シ
）」「
竹
を
」

で
そ
れ
ぞ
れ
左
に
曲
が
り
、「
囃
せ
し
」
で
始
点
に
戻
る
。「
諸
人
の
」
で
正
面
左

斜
め
に
向
い
て
右
足
を
一
歩
下
げ
、
左
手
で
弓
を
持
つ
所
作
を
し
て
扇
を
持
つ
右

手
で
矢
を
つ
が
え
る
所
作
を
し
て
、
右
足
か
ら
三
歩
前
進
し
て
二
歩
後
退
し
て
足
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を
揃
え
る
。「
い
つ
も
な
く
」で
、左
手
を
水
平
に
伸
ば
し
た
ま
ま
、前
屈
み
と
な
っ

て
右
手
の
扇
を
柄
杓
に
見
立
て
て
水
を
汲
み
取
る
所
作
を
す
る
。

　
二
番
で
は
基
点
で
正
面
を
向
き
、
左
手
は
横
に
伸
ば
し
た
ま
ま
、
広
げ
た
扇
の

右
端
を
右
手
で
つ
ま
ん
で
直
角
に
傾
け
、
正
面
に
対
し
て
顔
を
隠
す
所
作
を
し
て

「
申
せ
ど
も
定
め
ず
眺
め
つ
つ
」
と
独
唱
す
る
。「
つ
つ
」
の
時
に
右
足
を
後
ろ
に

引
き
、
扇
で
円
を
描
く
よ
う
に
後
ろ
に
引
い
て
真
後
ろ
で
扇
を
反
転
さ
せ
、
左
手

の
所
に
戻
し
、
こ
の
時
、
左
手
は
拳
を
握
っ
て
横
に
伸
ば
し
、
右
手
は
開
い
た
扇

の
要
を
持
っ
て
胸
前
で
水
平
に
構
え
、
左
斜
め
前
方
に
右
足
を
大
き
く
踏
み
出
し

て
続
い
て
左
足
も
踏
み
出
す
。「
た
ま
ら
ぬ
」
で
左
腕
を
広
げ
て
右
腕
も
広
げ
る
。

基
点
に
戻
っ
て
「
玉
笹
」
で
腰
を
折
っ
て
頭
も
下
げ
、
扇
で
大
き
く
煽
ぐ
。「
小さ

枝え
だ

」
で
大
き
く
足
を
広
げ
、両
手
を
水
平
に
広
げ
た
ま
ま
扇
を
右
後
ろ
に
下
げ
る
。

地
面
に
落
ち
た
扇
の
表
裏
を
入
れ
替
え
て
地
を
這
わ
せ
る
よ
う
に
正
面
方
向
に
移

動
さ
せ
、
腰
を
伸
ば
し
て
正
面
を
向
き
、
左
手
を
横
に
伸
ば
し
て
右
手
の
扇
を
胸

前
で
水
平
に
構
え
る
。「
月
影
の
」
で
扇
を
構
え
た
ま
ま
二
歩
前
進
す
る
。「
葉
に

置
く
」
で
四
歩
正
面
に
進
み
、
四
歩
目
で
右
に
向
い
て
直
角
に
曲
が
り
、「
移
ろ

い
て
」で
四
歩
進
み
、右
奥
の
隅
に
達
し
て
直
角
に
右
に
曲
が
る
。四
歩
進
ん
で「
光

こ
そ
」
で
右
手
前
の
隅
に
達
し
、
四
歩
目
で
両
手
を
横
に
広
げ
て
右
手
の
扇
を
立

て
、
つ
ま
先
立
ち
に
な
っ
て
右
旋
回
し
て
正
面
を
向
く
。「
千せ

ん

秋し
ゅ
う

万ば
ん

歳ざ
い

」
で
奥
に

向
か
っ
て
四
歩
進
ん
で
直
角
に
左
に
向
く
。「
お
ぼ
え
た
り
」
で
正
面
奥
の
正
中

に
達
し
、
左
に
曲
が
っ
て
正
面
に
背
を
向
け
る
。「
糸し

竹ち
く

の
調し

ら
べ」

で
四
歩
前
に
進

ん
で
基
点
に
達
す
る
と
最
後
に
左
に
向
き
、「
た
え
に
し
て
」
で
は
基
点
に
留
ま

り
、「
万よ

ろ
ずの

」
で
右
足
を
一
歩
斜
め
後
ろ
に
下
げ
て
両
手
を
広
げ
、
扇
を
持
つ
右

手
で
矢
を
つ
が
え
る
所
作
を
す
る
。「
声
を
」で
扇
を
翻
し
て
胸
元
で
縦
に
構
え
る
。

構
え
る
。「
と
と
の
え
る
」
で
右
足
か
ら
三
歩
進
ん
で
二
歩
下
が
っ
て
両
足
を
揃

え
る
。
左
・
右
の
順
で
腕
を
横
に
広
げ
、
腰
を
折
っ
て
頭
を
下
げ
る
。
後
ろ
か
ら

扇
で
大
き
く
煽
ぐ
所
作
を
し
て
、
上
体
を
立
て
る
と
同
時
に
扇
を
翻
し
て
要
を
持

ち
、
胸
元
で
扇
の
親
骨
を
持
っ
て
縦
に
構
え
る
。

　
三
番
は
扇
を
構
え
た
姿
で
始
ま
る
。
稚
児
が
「
実げ

に
も
芽め

で出
く
お
ぼ
ゆ
る
」
と

謡
い
、「
は
ー
」
で
右
足
を
後
ろ
に
一
歩
引
き
、
卯
木
の
親
骨
の
横
を
持
っ
た
ま

ま
、
前
か
ら
弧
を
描
く
よ
う
に
頭
上
を
通
し
、
後
ろ
か
ら
前
に
弓
に
矢
を
つ
が
え

る
よ
う
な
所
作
を
し
て
、
扇
を
抱
え
込
む
よ
う
に
胸
元
で
構
え
る
。「
何
よ
り
も
」

で
左
斜
め
前
に
右
足
か
ら
三
歩
進
ん
で
二
歩
下
が
っ
て
両
足
を
揃
え
る
。「
あ
ま

ね
く
」
で
左
・
右
の
順
で
腕
を
横
に
広
げ
て
扇
の
要
を
持
ち
、
腰
を
折
っ
て
頭
を

下
げ
、
後
ろ
か
ら
弧
を
描
く
よ
う
に
煽
ぐ
。
同
時
に
右
足
を
右
後
ろ
に
一
歩
引

き
、
扇
に
目
線
を
合
わ
せ
て
両
手
を
広
げ
、
扇
を
右
後
ろ
に
下
ろ
し
、
腰
を
折
っ

た
ま
ま
地
面
近
く
で
扇
を
翻
し
て
円
弧
を
描
く
よ
う
に
水
平
に
振
っ
て
正
面
に
戻

す
。「
諸
人
に
」
で
左
腕
を
横
に
伸
ば
し
、
右
手
で
扇
の
要
を
持
っ
て
水
平
に
構

え
、
右
足
か
ら
四
歩
進
ん
で
、
右
に
曲
が
る
。「
南
北
に
」
で
三
歩
進
ん
で
正
面

正
中
を
通
り
、四
歩
目
の
右
足
で
右
奥
隅
を
右
に
曲
が
り
、正
面
に
背
を
向
け
る
。

「
植
え
置
き
て
」
で
三
歩
進
み
、「
眺
め
ば
や
」
の
四
歩
目
で
手
前
右
隅
を
右
に
曲

が
り
、そ
の
場
で
つ
ま
先
立
ち
し
て
一
八
〇
度
右
回
り
で
旋
回
し
て
正
面
を
向
く
。

三
歩
進
ん
で
四
歩
目
の
右
足
で
右
奥
隅
を
左
に
曲
が
り
、「
ヘ
イ
ヤ
の
」
か
ら
前

進
し
て
一
〇
歩
目
の
右
足
で
左
奥
隅
を
左
に
曲
が
っ
て
正
面
に
背
を
向
け
る
。「
太

平
楽
」
か
ら
前
進
し
て
六
歩
目
の
「
喜
は
」
で
手
前
左
隅
を
左
に
曲
が
り
、
四
歩

目
で
基
点
に
達
す
る
。「
笙
に
よ
り
」
で
右
足
を
斜
め
後
ろ
に
一
歩
下
げ
、
扇
の

親
骨
を
持
っ
て
後
ろ
か
ら
弓
に
矢
を
つ
が
え
る
よ
う
な
所
作
を
す
る
。
そ
し
て
、

扇
を
抱
え
込
む
よ
う
に
胸
元
で
構
え
る
。
三
歩
進
ん
で
二
歩
下
が
っ
て
両
足
を
揃

え
、
左
・
右
の
順
で
腕
を
横
に
広
げ
、「
い
つ
も
緑
の
」
で
正
面
を
向
い
た
ま
ま
、

振
り
か
ぶ
る
よ
う
に
扇
で
円
弧
を
描
く
よ
う
に
地
面
近
く
ま
で
下
げ
、
扇
を
胸
元

に
戻
し
、「
竹
の
曲は

や
し」

で
扇
を
胸
元
で
構
え
て
、
正
面
方
向
に
押
し
畳
ん
で
、
腰
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の
前
で
両
手
で
持
ち
、
一
礼
し
て
舞
を
終
わ
ら
せ
る
。

六
座
と
竹
の
曲
　

　
伝
承
に
よ
れ
ば
、
大
宰
権
帥
大
江
匡
房
が
康
和
三
年
（
一
一
〇
一
）
に
創
始
し

た
天
満
宮
安
楽
寺
神
幸
式
に
、
田
楽
の
一
座
が
奉
仕
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
始

ま
り
だ
と
い
う
が
、
時
期
が
あ
ま
り
に
も
古
す
ぎ
る
。
そ
し
て
、
大
宰
府
の
五
条

に
居
を
構
え
て
商
工
業
に
従
事
し
て
い
た
、
米
屋
座
・
鋳
物
屋
座
・
鍛
冶
屋
・
染

物
屋
座
・
小
間
物
屋
座
・
相
物
屋
座
な
ど
の
六
座
の
子
孫
と
そ
の
関
係
者
が
代
々

伝
え
て
き
た
芸
能
で
あ
る
と
い
う
。
現
在
の
竹
の
曲
保
存
会
の
会
員
に
は
六
座
の

子
孫
や
関
係
者
が
多
い
。
残
念
な
こ
と
に
、
明
治
一
四
、
五
年
頃
（
一
九
八
一
〜

八
二
）
の
新
町
の
火
災
で
竹
の
曲
の
古
記
録
の
多
く
が
焼
失
し
た
と
い
う
。

　
し
か
し
、古
文
書
が
ま
っ
た
く
無
い
わ
け
で
は
な
い
。
数
少
な
い
史
料
と
し
て
、

船
越
家
所
蔵
の
「
六
座
目
録
」
が
あ
る
。
そ
れ
に
「
只
今
観
世
音
寺
に
有
之
祇
園
、

古
は
宰
府
の
内
に
て
六
月
十
五
日
、
市
は
ん
じ
ょ
う
（
繁
盛
）
の
た
め
能
五
番
仕

上
、
其
所
仕
近
引
穂
に
天
満
宮
に
御
能
仕
上
、
御
両
社
相
勤
申
候
。
其
の
後
乱
国

の
時
分
は
止
居
候
事
数
多
有
之
、然
ば
右
之
六
座
の
者
共
余
力
も
有
之
に
付
、銘
々

の
子
供
に
能
を
致
さ
せ
来
候
。
び
れ
い
役
に
は
無
之
に
付
、敷
さ
ん
ば
（
式
三
番
）

無
御
座
候
。（
中
略
）
右
六
座
の
者
共
、能
久
敷
中
絶
仕
候
へ
共
、市
場
立
申
候
故
、

文
禄
元
年
よ
り
、
又
存
立
仕
来
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
文
書
は
何
度
も
書
き
写
さ
れ
、
最
後
が
「
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
改
」

の
よ
う
で
あ
る
。
同
時
代
資
料
で
は
な
い
分
、
情
報
の
信
頼
度
は
そ
れ
ほ
ど
高
く

は
な
い
。
し
か
し
、六
座
の
活
動
が
中
世
ま
で
遡
る
と
い
う
主
張
は
重
要
で
あ
る
。

観
世
音
寺
に
あ
っ
た
祇
園
社
に
市
繁
盛
の
祈
願
の
た
め
に
、
そ
の
祭
礼
の
時
に
能

五
番
を
奉
納
し
て
お
り
、
大
宰
府
天
満
宮
に
も
御
能
を
奉
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
戦
乱
の
頃
は
中
止
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
で

も
六
座
の
者
た
ち
に
は
余
力
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
で
は
子
供
た
ち
に

能
を
演
じ
さ
せ
て
い
た
。び
れ
い
役
が
な
か
っ
た
た
め
、式
三
番
は
行
わ
れ
な
か
っ

た
。
そ
し
て
、
六
座
の
者
た
ち
は
久
し
く
中
絶
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
市
場
が
成

り
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
文
禄
元
年
（
一
五
九
二
）
よ
り
再
開
し
て
続
け
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
気
に
な
る
の
は
「
能
」
と
い
う
言
葉
を
文
中
で
使
用
し
て
い
る
こ
と
で
、
江
戸

時
代
ま
で
は
猿
楽
と
言
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
資
料
が
最
終
的
に
成
立
し

た
の
は
明
治
元
年
よ
り
以
降
の
も
の
で
。
史
料
の
裏
付
け
の
な
い
言
い
伝
え
が
含

ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

考
察

　
こ
こ
か
ら
は
推
測
が
多
く
な
っ
て
し
ま
う
が
、
少
し
竹
の
曲
の
歴
史
的
変
遷
を

考
え
て
み
た
い
。

　
室
町
中
期
の
い
つ
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
田
楽
法
師
だ
っ
た
美
麗
一
族
は
猿
楽

を
取
り
入
れ
て
、
田
楽
と
共
に
猿
楽
も
演
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
そ

し
て
、
筑
後
の
み
な
ら
ず
、
筑
前
に
ま
で
進
出
す
る
中
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
寺
社
で

田
楽
と
猿
楽
（
現
在
の
能
楽
）
を
演
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
時
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
元
の
裕
福
な
者
た
ち
に
田
楽
と
猿
楽
を
教
え
、
ワ
キ
や

囃
子
方
と
し
て
活
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
三
番
叟
は
猿

楽
で
最
も
重
視
さ
れ
、
座
長
で
な
け
れ
ば
演
じ
ら
れ
な
い
翁
を
含
む
神
事
能
で

あ
っ
た
。
そ
の
た
め
三
番
叟
は
六
座
に
は
伝
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

六
座
に
残
る
能
面
六
面（
女
面
二
、翁
面
一〔
尉
面
か
？
〕・
坊
主
面〔
童
子
面
か
？
〕

一
・
熊
坂
面
一
）
は
田
楽
能
で
用
い
ら
れ
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
猿
楽
を
伝

習
し
た
頃
の
遺
品
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。
田
楽
能
と
猿
楽
能
の
相
互
の
影
響
を

考
え
る
と
、
ど
ち
ら
か
に
特
定
す
る
の
は
無
意
味
か
も
知
れ
な
い
。
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戦
国
時
代
の
戦
乱
の
中
で
、
美
麗
一
族
が
筑
前
ま
で
来
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
し

か
し
、
戦
乱
が
落
ち
着
い
て
、
大
宰
府
の
市
場
も
復
興
し
て
き
た
の
で
、
美
麗
一

族
も
大
宰
府
ま
で
来
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
猿
楽
と
田
楽
を
復
活
さ
せ
、
文
禄

元
年
（
一
五
九
二
）
六
座
も
協
力
し
て
社
寺
に
奉
納
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
そ
れ
が
六
座
が
伝
え
た
現
在
の
「
竹
の
曲
」
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

完
成
さ
れ
た
猿
楽
の
影
響
を
受
け
、
竹
の
曲
は
田
楽
と
し
て
優
雅
な
芸
態
を
持
つ

よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
猿
楽
が
江
戸
幕
府
の
式
楽
に
な
っ
て
い
く
中
で
、
美
麗
一
族
の
一

部
は
元
和
年
間
（
一
六
一
五
〜
二
四
）
に
猿
楽
師
と
し
て
福
岡
藩
黒
田
家
に
仕
え

る
よ
う
に
な
り
、
筑
前
美
麗
家
が
成
立
す
る
。
こ
の
家
は
筑
前
国
で
活
動
し
、
太

宰
府
天
満
宮
の
猿
楽
奉
納
を
担
当
す
る
よ
う
に
な
る
。
ど
う
も
、
こ
の
時
に
六
座

に
田
楽
で
あ
る
竹
の
曲
を
譲
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

筑
前
美
麗
家
は
猿
楽
に
専
念
す
る
た
め
、
田
楽
を
譲
渡
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
明
治
四
年
の
廃
藩
置
県
に
よ
っ
て
基
盤
を
失
っ
た
美
麗
家
は
、

太
宰
府
天
満
宮
の
猿
楽
（
能
）
奉
納
か
ら
退
く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
猿

楽
の
奉
納
は
途
絶
し
て
し
ま
っ
た
が
、
竹
の
曲
は
六
座
の
人
た
ち
に
よ
っ
て
継
承

さ
れ
て
い
た
の
で
、
現
在
ま
で
伝
承
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
仮
説
が
成
り
立
つ
な
ら
ば
、
竹
の
曲
と
は
室
町
期
の
田
楽
の
最
終

芸
態
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
猿
楽
の
影
響
を
受
け
、
田
楽
も
幽
玄
で
端
正
な
芸

態
を
持
つ
に
至
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
他
の
民
俗
芸
能
の
田
楽
と
芸
態
が
違
う
の

は
、
田
楽
専
従
者
に
よ
る
最
後
の
田
楽
だ
っ
た
た
め
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
い
う

点
で
、
日
本
芸
能
史
の
視
点
か
ら
見
て
も
、
竹
の
曲
は
貴
重
な
芸
能
で
あ
る
と
い

え
る
。

【
注
記
】

注
１
：『
宇
治
拾
遺
物
語
』
巻
五
ノ
九
「
七
八　
御
室
戸
僧
正
事
・
一
乗
寺
僧
正
の
事
」

注
２
：『
続
群
書
類
従　
第
28
輯
ノ
上　
釈
家
部
』

注
３
：『
能
・
狂
言
事
典
』
西
尾
春
雄
編
・
平
凡
社
・
一
九
九
九
年
刊
。

注
４
：
植
木
行
宣
「
猿
楽
能
の
形
成
」『
日
本
の
古
典
芸
能 

第
三
巻 

能
』
藝
能
史
研
究
會
編
・

平
凡
社
・
一
九
七
〇
年
。

注
５
：
奥
野
高
廣
『
戦
国
時
代
の
宮
廷
生
活
』
続
群
書
類
従
完
成
会
・
二
〇
〇
四
年
。

注
６
：
松
田
修
「
美
麗
田
楽
小
論–

森
末
義
彰
博
士
の
論
に
即
し
つ
つ
」『
国
語
国
文
』
三
二
巻

七
号
・
京
都
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究
室
編
・
臨
川
書
店
・
一
九
六
三
年
。

注
７
：『
日
本
芸
能
史
・
第
２
巻　
古
代–

中
世
』藝
能
研
究
史
會
編
・
法
政
大
学
出
版
局
・
一

九
八
二
年
。

注
８
：
永
井
彰
子
「
美
麗
一
族　
竹
の
曲
と
神
事
能
」『
天
神
さ
ま
と
二
十
五
人
』
太
宰
府
天
満

宮
文
化
研
究
所
編
刊
行
・
二
〇
〇
二
年
。

注
９
：『
竹
の
曲
』太
宰
府
市
無
形
民
俗
文
化
財
調
査
報
告
書
・
太
宰
府
市
教
育
委
員
会
・
二
〇

二
三
年
。

【
参
考
文
献
】

・
森
末
義
彰
『
中
世
の
社
寺
と
藝
術
』（
畝
傍
史
学
叢
書
）
畝
傍
書
房
・
一
九
四
一
年
。

・
永
井
彰
子
「
美
麗
一
族　
竹
の
曲
と
神
事
能
」『
天
神
さ
ま
と
二
十
五
人
』
太
宰
府
天
満
宮
文

化
研
究
所
編
刊
行
・
二
〇
〇
二
年
。

・『
竹
の
曲
』太
宰
府
市
無
形
民
俗
文
化
財
調
査
報
告
書
・
太
宰
府
市
教
育
委
員
会
・
二
〇
二
三
年
。

・『
日
本
芸
能
史
・
第
２
巻　
古
代–

中
世
』藝
能
研
究
史
會
編
・
法
政
大
学
出
版
局
・
一
九
八

二
年
。

・『
日
本
の
古
典
芸
能 

第
三
巻 

能
』
藝
能
史
研
究
會
編
・
平
凡
社
・
一
九
七
〇
年
。

・
北
川
忠
彦
『
世
阿
弥
』
中
公
新
書
二
九
二
・
中
央
公
論
社
・
一
九
七
二
年
。

・
世
阿
弥
『
申
楽
談
儀
』
岩
波
文
庫
・
表
章
校
註
・
岩
波
書
店
・
一
九
六
〇
年
。

・
本
田
安
次
『
田
楽
・
風
流
一 

研
究
と
資
料
』
木
耳
社
・
一
九
六
七
年
。

・
小
山
弘
志
他
『
謡
曲
集
一　
三
道
』
完
訳
日
本
の
古
典
四
七
・
小
学
館
・
一
九
八
七
年
。

・
小
山
弘
志
他
『
謡
曲
集
二　
風
姿
花
伝
』
完
訳
日
本
の
古
典
四
八
・
小
学
館
・
一
九
八
八
年
。

（
だ
ん
じ
ょ
う
・
た
つ
お　
別
府
大
学
名
誉
教
授
）
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